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目次 ★マークの付いている質問は別途動画解説もございます。JAFTAS の動画欄をご参照ください。 

 
 

1. FTA 基礎知識 

Q1-1.日商の企業登録番号の登録や判定依頼は必須ですか？★ 

Q1-2.同意通知とは何ですか？ 

Q1-3.回答方法：サプライヤー証明書の場合には、日商への判定依頼は必要ですか？ 

Q1-4.原産資格調査(D)編集画面の「原産品の基準」でどれを選択したら良いですか？ 

Q1-5.CTC ルールについて教えてください。 

Q1-6.構成品の HS コードの調べ方を教えてください。 

Q1-7.VA（控除方式）を使用する際、利益がマイナスの場合はどのように計算すれば良いですか？ 

Q1-8.CTC と VA どちらを選択したら良いですか？ 

Q1-9.僅少規定（デミニマス）とは何ですか？ 

Q1-10.除外規定とは何ですか？ 

Q1-11.構成品を海外から仕入れた場合でも原産資格調査を行えますか？ 

Q1-12.サプライヤー証明書に押印は必要ですか？ 

 

2. 基本操作 

Q2-1.ログインできません。(2023/9/5 修正) 

Q2-2.他のメニューに遷移するにはどうすれば良いですか？(2023/5/12 修正) 

Q2-2.他のメニューに遷移するにはどうすれば良いですか？(2023/5/12 修正) 

Q2-3.次にどの操作をすれば良いか分かりません。 

Q2-4.ID から依頼・回答・調査を検索するにはどうすれば良いですか？(2023/5/12 修正) 

Q2-5.データのインポートができません。 

Q2-6.メニューと ID の仕組みについて教えてください。(2023/5/12 修正) 

Q2-7.各一覧で表示される他メニューの ID と当該 ID はどのような関係がありますか？(2023/5/12 修正) 

Q2-8.「調査件数」とは何をカウントする数字ですか？(2023/9/5 修正) 

 

3. ユーザー・グループ設定 

Q3-1.取引先毎に担当者が決まっています。各担当者が自分の担当企業からの依頼を確認する方法はあります

か？ 

Q3-2.一覧画面や詳細画面にて、表示されるはずのマークやボタンが表示されません。 

Q3-3.自分の担当案件だけに業務を限定できる機能はありますか？ 

Q3-4.新規ユーザーの登録方法を教えてください。 

Q3-5.ユーザー情報の変更方法を教えてください。 

Q3-6.アカウント管理者を増やす、または変更することができますか？★ 
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4. 招待関連 

Q4-1.支給品の場合も、依頼が双方向に発生する場合に該当しますか？★ 

Q4-2.依頼が双方向に発生する場合の同意を、招待時ではなく、後から手続きすることができますか？★ 

Q4-3.招待メールが届いたので URL をクリックしたところ、「初回登録手続きがすでに開始されております」と表示され

ました。現在の進捗を確認するにはどうすればいいですか？ 

Q4-4.A 社から招待を受けて既に JAFTAS へ登録済みです。その後、B 社からも招待を受けた場合の手続きを教

えてください。 

Q4-5.仕入先を JAFTAS に招待する際、対象仕入先が既に JAFTAS に参加しているか確認できますか？ 

 

5. 調査依頼・回答受信（R） 

Q5-1.調査依頼を作成する際、回答期限の設定目安を教えてください。 

Q5-2.同じ内容の調査依頼を誤って複数作成してしまったため、削除したいです。 

Q5-3.送信した調査依頼について、仕入先での調査の進捗状況は確認できますか？ 

Q5-4.誤った内容で依頼を送信してしまった場合、修正はできますか？ 

Q5-5.仕入先から回答を受領した後の操作の流れを教えてください。 

Q5-6.直接回答で回答を受信した場合、どのように対応すればいいですか？ 

 

6. 調査回答・回答送信（A） 

受付 

Q6-1.同じ内容の調査依頼を複数受け取ったらどのように対応すれば良いですか？ 

Q6-2.調査回答・回答送信(A)受付画面の仕入先のタブに、仕入先が表示されません。 

Q6-3.調査回答・回答送信(A)のステータスが「確認中」となった後の操作を教えてください。 

Q6-4.受信した調査依頼の回答期限を延長したい場合、システム内で対応できますか？ 

Q6-5.『依頼情報』部に表示される「新規/定期原産性維持確認/再依頼」とは何ですか？ 

Q6-6.過去に回答済みの調査対象品の依頼を受信したようですが、どのように操作したら良いですか？ 

 

回答方法 

Q6-7.JAFTAS に表示されている「回答方法」とは何ですか？変更は可能ですか？ 

Q6-8.自社で作成したサプライヤー証明書を JAFTAS に添付して回答したい。どのように操作すればいいですか？ 

Q6-9.仕入先から日商判定番号またはサプライヤー証明書を入手しています。JAFTAS ではどのように対応すれば

いいですか？★ 

Q6-10.直接回答とは何ですか？  

Q6-11.サプライヤー証明書等とは別に作成した根拠書類を依頼者に送信したい/したくない場合、どの欄に添付す

ればいいですか？ 

Q6-12.「JAFTAS 外資料取込」にて調査内容を入力した後、内容を訂正したい場合はどうすればいいですか？ 
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Q6-13.外製品の生産者が JAFTAS に参加できない場合はどうしたらいいですか？ 

Q6-14.ステータスが「調査完了」となった後の操作を教えてください。 

 

取下げ・差戻し 

Q6-15.誤った HS コードで依頼が来ている場合どうすれば良いですか？ 

Q6-16.「【JAFTAS】依頼取下を受信しました」というメールを受信した後の操作方法を教えてください 

Q6-17.調査対象品が海外製品の場合、JAFTAS ではどのように回答しますか？ 

Q6-18.回答済みの調査依頼について修正を行いたいのですが、どうすればいいですか？ 

 

7. 原産資格調査（D） 

基本操作 

Q7-1.原産資格調査で VA ルールを選択した際に表示される「社内基準値」の設定は必須ですか？ 

Q7-2.原産資格判定を JAFTAS で行わずに対比表や計算 WS を自身で作成しました。JAFTAS での操作方法

を教えてください。★ 

Q7-3.原産資格調査(D)で「調査完了」になった場合、登録した情報は依頼者に開示されますか？ 

Q7-4.セット（キット）品を顧客に納入しています。セット品の原産資格調査はどのようにすればいいですか？ 

Q7-5.同じ内容の原産資格調査の ID を複数作成してしまったため、削除したいです。 

Q7-6.調査時に設定した有効期限/同意通知期限が迫っている時、JAFTAS 上で通知などはされますか 

Q7-7.根拠書類/サプライヤー証明書は JAFTAS 上で作成することができますか？ 

Q7-8.JAFTAS 上で自動作成された根拠書類/サプライヤー証明書はどこで確認できますか？ 

Q7-9.調査完了後に内容を修正することはできますか？ 

 

構成品 

Q7-10.構成品入力の方法を教えてください。 

Q7-11.構成品の入力時に品番が必須入力項目となっていますが、自社に該当する品番がありません。 

Q7-12.構成品はどこまで登録すればいいですか？すべて登録が必要ですか？ 

Q7-13.構成品の HS コードは何桁まで分類する必要がありますか？ 

Q7-14.構成品の調査依頼をかけたいが、「依頼作成」ボタンが表示されません。 

Q7-15.調査対象品に含まれる構成品が内製品の場合の操作方法を教えてください。 

Q7-16.原産資格調査の過程で、構成品のサプライヤー証明書を仕入先から書面で入手しました。JAFTAS での

対応方法を教えてください。★ 

Q7-17.構成品の調査依頼を送信し「達成」にて回答を受信しましたが、自社の原産資格調査結果が「未達成」

のままです。 

Q7-18.CTC/VA で「原産資格判定」をクリック後、『「原産材料のみから生産される産品」の条件を満たしていま

す。』とエラーメッセージが表示されました。 

Q7-19.「原産資格判定」ボタンを押したら調査結果が「未達成」になりました。対応方法を教えてください。 
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支給品 

Q7-20.支給品の HS コードが不明で、CTC ルールで判定や支給品の依頼作成をしたいのですがどうすれば良いで

すか？ 

Q7-21.支給品の調査依頼をかけるにはどうすればいいですか？ 

 

日商関連 

Q7-22.日商（日本商工会議所）の原産地証明書発給システムと JAFTAS は繋がっていますか？ 

(2024/2/8 修正) 

Q7-23.ステータスが「日商審査中」から変わりません。このまま待っていればよいのでしょうか？(2024/2/8 修正) 

Q7-24.過去に日商で原産品判定済です。JAFTAS ではどのように対応しますか？(2024/2/8 修正)  

Q7-25.JAFTAS で作成した根拠書類に日商の「判定受付番号」を表示させるにはどうすればよいですか？

(2024/2/8 修正)  

Q7-26.原産資格調査完了後、日商への判定から回答までの流れについて教えてください。(2024/2/8 修正)  

 

9. その他・配信メール 

Q9-1.配信メールが届きません。 

Q9-2.調査の依頼や回答を受け取るとメールが届きますか？★ 

Q9-3.「調査回答情報が更新されました」という配信メールを受信しましたが、何が更新されたのかわかりません。

(2024/2/8 修正) 

Q9-4.JAFTAS を利用するのに料金はかかりますか？ 

Q9-5.マニュアルのリンクをクリックしても該当ページに遷移しません。(2023/11/2 追記) 
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目次へ戻る 

1.FTA 基礎知識 

1. FTA 基礎知識 
 

Q1-1.日商の企業登録番号の登録や判定依頼は必須ですか？★ 

・荷姿と利用協定によって異なります。 

・調査回答・回答送信(A)画面に表示される回答方法が「同意通知」の場合は、日商の企業番号登録や 

判定依頼が必要です。 

 

 
日商への判定

依頼手続き 

第三者証明 自己証明 
補足 

輸出品 構成品 輸出品 構成品 

1 同意通知 必要 〇 － － － 
同意通知期限

（※必須） 

2 
サプライヤー証明書

（輸出品） 

－ 

（不要） 
－ － 〇 － 

有効期限 

（任意） 

3 
サプライヤー証明書

（構成品） 

－ 

（不要） 
－ 〇 － 〇 

有効期限 

（任意） 

 

■参照：FTA コラム 2. 証明方法 

操作マニュアル A8）回答方法について 

 

 

 

Q1-2.同意通知とは何ですか？ 

・生産者が日商（日本商工会議所）へ原産品判定依頼を行った場合に、輸出者へ対して判定結果を通知する

仕組みです。 

・同意通知は、日商のシステム（第一種特定原産地証明書発給システム）を通じて行います。 

・JAFTAS では、同意通知手続きが必要な調査に対して各画面右上に「回答方法：同意通知」と表示されます。 

JAFTAS の操作とは別に日商のシステムで同意通知を行ってください。 

※回答方法の種類については前述 Q1-1 の表をご参照ください。 

 

 

 

■参照：操作マニュアル D7-1-1）日商システムによる「同意通知」と JAFTAS について 

       FTA コラム 7. JAFTAS と日商システム 

  

https://guidance.jaftas.jp/03_etc_manual/fta_column.pdf#page=2
https://guidance.jaftas.jp/01_manual/op_manual_answer.pdf
https://guidance.jaftas.jp/01_manual/op_manual_determine.pdf
https://guidance.jaftas.jp/03_etc_manual/fta_column.pdf#page=2
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1.FTA 基礎知識 

Q1-3.回答方法：サプライヤー証明書の場合には、日商への判定依頼は必要です

か？ 

・JAFTAS 各画面右上に表示される「回答方法」がサプライヤー証明書（輸出品、または構成品）の場合、 

日商への原産品判定依頼は必要ありません。 

・「回答方法：同意通知」の場合は、荷姿が輸出品且つ第三者証明制度を採用している協定のため、日商への

判定依頼が必要です。 

※回答方法の種類については Q1-1 の表をご参照ください。 

 

 

 

■参照：操作マニュアル D7-1-1）日商システムによる「同意通知」と JAFTAS について 

 

 

 

Q1-4.原産資格調査(D)編集画面の「原産品の基準」でどれを選択したら良いで

すか？ 

・原産品の基準は主に 3 つです。 

工業製品は③で証明を行うことが多いです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*品目別原産地規則とは CTC や VA を指しており、それらを用いて証明を行う場合が③に該当します。 

 CTC や VA の解説は、FTA コラム 5. 品目別原産地規則 をご参照ください。 

  

https://guidance.jaftas.jp/01_manual/op_manual_determine.pdf
https://guidance.jaftas.jp/03_etc_manual/fta_column.pdf#page=2
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目次へ戻る 

1.FTA 基礎知識 

Q1-5.CTC ルールについて教えてください。 

・CTC ルール(関税分類変更基準)は、構成品の HS コードと輸出品の HS コードを比較し、必要な桁数が 

変更されていれば、実質的な生産・加工が行われたとみなされるルールです。 

・必要な桁数の変更の種類は、CC、CTH、CTSH の 

3 種類です。 
 

 

例）日ベトナム協定 CTH：他の項の材料からの変更（4 桁変更） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■参照：FTA コラム 5. 品目別原産地規則 

 

 

 

Q1-6.構成品の HS コードの調べ方を教えてください。 

・輸出統計品目表を用いて調べる方法がございます。 

・JAFTAS ホームページ内「HS LAB」にて、業界専門用語等から簡易的に HS コードの候補が検索できます。 

・JAFTAS サポートデスクでも手順をご案内可能ですが、HS コードの特定や判断は行っておりません。 

 

 

 

Q1-7.VA（控除方式）を使用する際、利益がマイナスの場合はどのように計算す

れば良いですか？ 

・日本が締結している各協定において、利益がマイナス（赤字）の場合に対して明確な規定等は存在していません。 

・製品の売価や非原産材料の価格等、計算に使用する価格情報が正しく、原産資格割合が定められた基準値を

超えるのであれば EPA の適用は理論上可能かと思料いたします。 

・尚、積み上げ方式を適用する場合、赤字部分を非材料費から控除すべき項目として捉えるべきか議論が 

分かれる可能性もございます。 

・不明点がありましたらサポートデスクまでお問い合わせください。 

 

https://guidance.jaftas.jp/03_etc_manual/fta_column.pdf#page=2
https://jaftas.jp/hslab/
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目次へ戻る 

1.FTA 基礎知識 

Q1-8.CTC と VA どちらを選択したら良いですか？ 

・［原産資格調査(D) 編集］画面で表示される品目別原産地規則について、CTC と VA どちらも選択可能な

場合は、自社の実態に応じていずれかを選択ください。 

・CTC は HS コードの特定、VA は価格情報が必須になります。 

・同じ産品を繰り返し納入する場合は、VA は価格の変動によって原産資格割合が基準値を下回る可能性が 

あるため、CTC での証明を推奨しています。 

ただ、CTC を達成するには全材料の HS コードを調査する 

必要があり、材料数が多いほど調査負担が大きくなります。 

・以上を踏まえて、自社にとって CTC と VA どちらが良いか 

選択ください。 

■参照： FTA コラム 5. 品目別原産地規則 

 

 

 

Q1-9.僅少規定（デミニマス）とは何ですか？ 

・僅少（デミニマス）とは、一部の非原産材料が CTC ルールを満たさない場合（品目別規則に定められたレベルで

HS コード変更がされない場合）に、その材料が特定の割合以下（僅少）であれば無視してよいという救済規定

です。 

※協定によっては「許容限度」とも呼びます。 例）日スイス・日 EU・日英協定等 

・JAFTAS 上で僅少を使用する場合、［原産資格調査(D) 編集］画面『(１)―関税分類変更基準』部にて 

調査対象品全体の価格/重量を入力後、［調査対象構成品 登録］画面にて必要情報を入力します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・JAFTAS によるシステム判定を利用して原産資格調査を実施した場合は、「根拠書類ダウンロード」ボタンより出力

する対比表へも僅少情報を掲載します。 

 

■参照：操作マニュアル D5-1）僅少の非原産材料/許容限度 

■参照：操作マニュアル D8-2）対比表＜僅少（許容限度）を適用した場合について＞ 

  

https://guidance.jaftas.jp/03_etc_manual/fta_column.pdf#page=2
https://guidance.jaftas.jp/01_manual/op_manual_determine.pdf
https://guidance.jaftas.jp/01_manual/op_manual_determine.pdf
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目次へ戻る 

1.FTA 基礎知識 

Q1-10.除外規定とは何ですか？ 

・CTC ルールにおいて、協定条文に「第****の材料からの変更を除く。」と記載されている場合があります。 

除外規定とは、上記のような除外対象の HS コードの構成品が使用されている場合、 

当該構成品は HS コードの変更の有無に関わらず CTC ルールを満たさないとされる規定です。 

・除外規定に記載がある HS コードの構成品を使用している場合、当該構成品について原産性を証明する事で

CTC ルールを利用出来るようになります。 

 JAFTAS を利用したサプライヤー証明書の取得、僅少規定の利用（参照 Q1-9）等、調査し易い方法にて 

原産性証明を行ってください。 

 

 

 

Q1-11.構成品を海外から仕入れた場合でも原産資格調査を行えますか？ 

・はい、調査対象品の構成品が海外製であっても、調査対象品の最終生産が日本で行われており、 

品目別原産地規則を満たしていれば調査対象品は原産品といえます。 

・海外から仕入れた構成品については、証明書等も必要ありません。 

例）日本で生産されたタング（調査対象品）に対し、CTC を用いて原産性を確認 

材料は中国からの輸入品だが原産地規則（CTH）を満たしているためタングは原産品と言える 

 

 

 

Q1-12.サプライヤー証明書に押印は必要ですか？ 

・現在日本が発効している EPA 協定のいずれにおいても、押印については一切言及されておらず、経済産業省が 

公表しているガイドラインでも、サプライヤー証明の押印について言及されていません。 

※日商判定事務所によっては押印を求められる場合もございます。ご不明点がある場合は日商判定事務所に 

直接ご相談ください。 

※JAFTAS で作成されるサプライヤー証明書の仕様に関しては、JAMA/JAPIA、日商、METI との協議の結果、

押印なしで統一しています。 
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2.基本操作 

２.基本操作 
 

Q2-1.ログインできません。(2023/9/5 修正) 

① ユーザー登録はしていますか？ 

→アカウント管理者もしくは同等権限を持つユーザーにてユーザー登録を行ってください。 

 

② メールアドレス・パスワードは正しく設定されていますか？ 

→不要なスペースなどが入らないようご注意ください。 

→パスワードは半角英大文字、半角英小文字、半角数字、半角記号、それぞれ 1 文字以上含む 

8 文字以上 20 文字以内を設定してください。 

 

③ 上記に問題がない場合、お手数ですがログイン画面「パスワードを忘れた方はこちら」からパスワードの再設定を

行ってください。 

 

■参照：操作マニュアル 共通Ⅰ-4）ログイン・ログアウト 

★ご不明点がございましたら、サポートデスクまで

お問い合わせください 

 

 

 

 

Q2-2.他のメニューに遷移するにはどうすれば良いですか？(2023/5/12 修正) 

・各メニューの詳細画面上部（右上）には、当該調査に紐づく他メニューの ID が表示されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

例）［調査回答・回答送信(A) 詳細］画面で「原産資格調査作成」をクリックすると、［原産資格調査(D)  

編集］画面に自動的に遷移します。 

前に操作していた［調査回答・回答送信(A) 詳細］画面に戻りたい場合、［原産資格調査(D) 詳細］ 

画面上部に表示されている A から始まる回答 ID をクリックします。 

 

03-5219-8761 

jaftas_support@tktc.co.jp 

JAFTAS サポートデスク 

平日 10:00 〜 17:00（12:00 〜 13:00 を除く） 

https://guidance.jaftas.jp/01_manual/op_manual_common01.pdf
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2.基本操作 

Q2-3.次にどの操作をすれば良いか分かりません。 

① 画面最下部に次へ進むためのボタン*が表示されています。 

*表示されるボタンは画面によって異なります。 

 

 

 

 

 

 

② 一番右端のステータスまで進むと、その画面での操作は完了です。 

画面最下部のボタンをクリックしても次の画面へは進みません。 

一番右端のステータスまで進んだら、右上の ID をクリックして次の作業に進みます。 

 

 

 

 

Q2-4.ID から依頼・回答・調査を検索するにはどうすれば良いですか？(2023/5/12

修正) 
・対象の ID が予め分かっている場合には、各メニューの一覧画面にて ID 検索を行うことができます。 

 

① 一覧画面の「▼詳細検索条件表示」をクリック 

 

 

 

② 左上の ID 入力欄（今回は回答 ID）に ID を入力し、

「検索」をクリックして検索完了 

 

 

※該当 ID が表示されない際は、画面左上「☑アーカイブ済みの ID も表示」にチェックを入れて検索すると 

表示される場合があります。 

■参照：操作マニュアル 共通機能 I-7）アーカイブ機能 

※他社の ID でも検索可能です。 

例）調査依頼・回答受信(R)一覧画面：回答者の ID を、仕入先回答 ID 欄で検索可能です。 

調査回答・回答送信(A)一覧画面：依頼者の ID を、納品先依頼 ID 欄で検索可能です。  

※自社の ID に紐づいている他メニューの ID の検索も一部可能です。 

例）調査回答・回答送信(A)一覧画面では、自社の回答 ID に紐づいている R から始まる依頼 ID や、D から

始まる調査 ID を検索可能です。但し左上の回答 ID 検索欄とは別に検索欄が設けられています。 

https://guidance.jaftas.jp/01_manual/op_manual_common01.pdf
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2.基本操作 

Q2-5.データのインポートができません。 

・インポートデータは必ず対応するファイルフォーマットに沿って作成してください。 

ファイルフォーマットは各インポート画面よりダウンロードできます。 

 

 

 

 

 

 

・下記マニュアルをご参照の上、インポートデータを作成してください。 

■参照：操作マニュアル 別添資料１）インポートデータの仕様について 

 

エラーが表示される場合、以下をご確認ください。 

・入力項目のずれ等に注意し、マニュアルに記載されている内容に従って作成してください。 

・必須項目は必ず入力してください。 

・不要な改行やスペースはエラーの原因となります。 

・ファイル拡張子は txt です。タブ区切りにてデータを作成してください。 

・大文字、小文字はすべて区別されます。 

・ファイル名の先頭文字を変更すると取込エラーになります。 

   例）bom_xxxxx.txt 

 

*表示されるエラーメッセージに不明点がある際は、お気軽にサポートデスクまでお問い合わせください。 

 

Q2-6.メニューと ID の仕組みについて教えてください。(2023/5/12 修正) 

・JAFTAS では、メニューごとに役割が分かれており、操作の内容により自動的にメニュー

が切り替わります。(メニューバー上で操作中のメニューについては水色で表示されます。

また、操作中の画面上でもメニュー名は常に左上に表示されています。)  

 

・1 つの調査が完了するまでに複数のメニューを使用し、それぞれのメニューで ID が作成

されます。 

例：操作者が回答者で、自社で調査対象品の生産を行っている場合 

（調査回答・回答送信（Ａ）と原産資格調査（Ｄ）での操作を行います。） 

 

 

 

 

 

①と③の操作:調査回答・回答送信（A) 

操作 ID：A0000000010 

②の操作：原産資格調査（D) 

操作 ID：D0000000001 

①調査回答・回答送信（A）で受付 

②原産資格調査（D）に進んで調査 

③調査回答・回答送信（A）に戻り回答 

https://guidance.jaftas.jp/01_manual/op_manual_attached01.pdf


 

©Tokyo Kyodo Trade Compliance   14 

 
目次へ戻る 

2.基本操作 

・各 ID の詳細画面（虫眼鏡マーク）の上部に、関連する他メニューの ID が表記されており、ID をクリックすること

で他メニューへの遷移が可能です。（JAFTAS では他メニューとのつながりを紐づきと呼びます。）具体的な遷移方

法につきましては Q2-2 もご参照ください。 

 

■参照：操作マニュアル 共通 I-5◆JAFTAS メニューについて 

 JAFTAS 利用方法診断チャート 

      診断結果別かんたんガイド（回答者向け、契約利用者向け） 

 

Q2-7.各一覧で表示される他メニューの ID と当該 ID はどのような関係があります

か？(2023/5/12 修正) 

・各一覧で表示される他メニューの ID と当該 ID の関係は、メニューにより異なります。 

・また一覧の情報と、各 ID の詳細画面上部に表示される紐づき情報とも表示条件や内容が若干異なります。 

・一部のメニューを除き、当該 ID の紐づきに関係なく表示されます。 

 

調査依頼・回答受信（R）※一覧の情報と詳細画面の情報に差異あり 

 輸出品 ID（E~） 構成品 ID（P~） 調査 ID（D~） 回答 ID（A~） 

一覧（当依頼

ID の作成元） 

当該 ID の作成元 ID

を表示 

当該 ID の作成元 ID

を表示 

当該 ID に紐づく場合

のみ作成元 ID を表示 

当該 ID の作成元 ID

を表示 

詳細画面上部 紐づく全ての輸出品 ID

を表示（再利用で紐

づけた輸出品 ID も表

示） 

紐づく全ての構成品 ID

を表示（再利用で紐

づけた構成品 ID も表

示） 

紐づく全ての調査 ID を

表示（再利用で紐づ

けた調査 ID も表示） 

紐づく全ての回答 ID を

表示（再利用で紐づ

けた回答 ID も表示） 

調査回答・回答送信（A） ※一覧の情報と詳細画面の情報に差異なし 

 調査 ID（D~） 依頼 ID（R~） 

一覧（当回答からの調

査/依頼欄） 

紐づく調査 ID を表示（当該 ID から作成し

た調査 ID ではなく、再利用で紐づけた調査

ID が表示される場合もあり） 

紐づく依頼 ID を表示（当該 ID から作成し

た依頼 ID ではなく、再利用で紐づけた依頼

ID が表示される場合もあり） 詳細画面上部 

 

原産資格調査（D） ※一覧の情報と詳細画面の情報に差異あり 

 回答 ID（A~） 輸出品 ID（E~） 

一覧 （当調査 ID の

作成元） 

当該 ID の作成元 ID を表示 当該 ID の作成元 ID を表示 

詳細画面上部 紐づく全ての回答 ID を表示（再利用で紐づ

けた回答 ID も表示） 

紐づく全ての輸出品 ID を表示（再利用で紐

づけた輸出品 ID も表示） 

 

https://guidance.jaftas.jp/01_manual/op_manual_common01.pdf
https://guidance.jaftas.jp/03_etc_manual/chart.pdf
https://guidance.jaftas.jp/03_etc_manual/easyguide_general.pdf
file://///TKTCFIL01/Share_TKTC/2024/02_企画開発チーム/企05_JAFTASコンテンツ/企05_Jコンテンツ_S-1_よくあるご質問集/%20https:/guidance.jaftas.jp/03_etc_manual/easyguide_contractor.pdf%20


 

©Tokyo Kyodo Trade Compliance   15 

 
目次へ戻る 

2.基本操作 

Q2-8.「調査件数」とは何をカウントする数字ですか？(2023/9/5 修正) 

・「調査件数」とは、対象の ID を起点に、どれほどの数の原産資格調査が行われているか（調査 ID がいくつ作成さ

れているか）の情報となります。 

※原産資格調査 D）では、起点となる調査 ID も１件とカウントします。 

 

・「調査件数」が表示されるのは以下の画面です。 

［🔎調査依頼・回答受信（R）詳細/編集］画面の調査結果欄、ダウンロードデータ 

［🔎調査回答・回答送信（A）詳細/編集］画面の調査結果欄、ダウンロードデータ 

［原産資格調査（D）一覧］画面 

［FTA 対象品（輸出品）（E）一覧］画面、ダウンロードデータ 

［FTA 対象品（輸出品）（P）一覧］のダウンロードデータ 

 

甲社回答 A 甲社調査 D 甲社依頼 R 

乙社回答 A 乙社調査 D 乙社依頼 R 丁社回答 A 丁社調査 D 

戊社回答 A 戊社調査 D 

丙社回答 A 丙社調査 D 

X 社依頼 R 調査件数 5 件 

調査件数 5 件 調査件数 5 件 

調査件数 4 件 

調査件数 3 件 調査件数 4 件 調査件数 4 件 

調査件数 1 件 調査件数 1 件 
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3.ユーザー・グループ設定 

３.ユーザー・グループ設定 
 

Q3-1.取引先毎に担当者が決まっています。各担当者が自分の担当企業からの依

頼を確認する方法はありますか？ 

・メニュー ＞ 調査回答・回答送信(A) ＞ ダッシュボード で取引先企業毎の依頼を確認することができます。 

※調査依頼・回答受信(R)でも同様の機能がございます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■参照：操作マニュアル 共通Ⅰ-5）◆各種ダッシュボードについて 

 

 

Q3-2.一覧画面や詳細画面にて、表示されるはずのマークやボタンが表示されませ

ん。 

一覧画面の虫眼鏡マークや鉛筆マーク、詳細画面の各

種ボタンが表示されない場合、下記いずれかが該当する

可能性がございます。 

・グループ設定の仕分けルールに該当しない 

・ユーザーへ権限が付与されていない 

 

社内のグループ設定やユーザー権限の管理をされている方へお問い合わせください。 

■参照：操作マニュアル 共通 II-2）JAFTAS ユーザーとグループについて 

 

  

https://guidance.jaftas.jp/01_manual/op_manual_common01.pdf
https://guidance.jaftas.jp/01_manual/op_manual_common02.pdf
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3.ユーザー・グループ設定 

Q3-3.自分の担当案件だけに業務を限定できる機能はありますか？ 

グループ設定の機能をご活用ください。2 つの仕分けルールがあります。 

 

① 取引先企業による設定 

 

 

 

 

 

 

 

・1 ユーザーは１つのグループにしか参加できません。 

→複数のグループの業務を兼務される場合には、そのユーザーのみのグループを作成し、担当される 

取引先企業または自社品番をご登録ください。 

・グループに参加しないユーザーには、グループ設定による限定は行われません。  

※取引先企業は仕入先・納品先どちらも登録する必要があります。  

 

② 自社品番による設定 

 

 

 

 

 

 

・アカウント管理者をグループ登録することは出来ません。 

・ユーザー設定のメール配信を「受信する」にしている場合、 

グループ設定対象の調査品に関する通知メールのみ配信されます。 

・自社品番にて仕分けルールを設定している場合、自社品番が登録されていない依頼（＜調査回答・ 

回答送信(A)＞にてステータス‶受付前“の依頼等）についてはグループ設定は影響しません。 

 

■参照：操作マニュアル 共通 II-2-2）JAFTAS グループ設定について 

 

 

 

 

 

 

https://guidance.jaftas.jp/01_manual/op_manual_common02.pdf
https://guidance.jaftas.jp/01_manual/op_manual_common02.pdf
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3.ユーザー・グループ設定 

Q3-4.新規ユーザーの登録方法を教えてください。 

・登録を行えるのは「確定権限」を付与されているユーザーのみになります。 

・新規ユーザーを一名ずつ登録する方法と、インポートで一括登録する方法があります。 

 

＜一名ずつ登録する場合＞ 

ユーザー一覧画面の「新規作成」よりユーザー情報を登録します。 

■参照：操作マニュアル 共通 II-2-1）JAFTAS ユーザー設定について【ユーザーの登録】 

 

＜インポートで一括登録する場合＞ 

JAFTAS 外でインポートデータを作成し、JAFTAS へインポートします。 

■参照：操作マニュアル 共通 II-2-1）JAFTAS ユーザー設定について【ユーザー情報 インポート】 

 

 

 

Q3-5.ユーザー情報の変更方法を教えてください。 

・ユーザー情報の変更を行えるのは「確定権限」を付与されているユーザーのみになります。 

・ユーザー情報を一名ずつ変更する方法と、インポートで一括変更する方法があります。 

 

＜一名ずつ変更する場合＞ 

ユーザー編集画面より変更します。 

■参照：操作マニュアル 共通 II-2-1）JAFTAS ユーザー設定について【ユーザー情報の変更】 

 

＜インポートで一括変更する場合＞ 

JAFTAS 外でインポートデータを作成し、JAFTAS へインポートします。 

※ユーザー情報はユーザーID を基にして変更（上書き）されます。ユーザーID はユーザー情報を 

ダウンロードすると表示される固有の ID で、メールアドレスやログイン ID とは異なります。 

ユーザー情報変更の際にはダウンロードデータを編集してインポートすることを推奨いたします。 

■参照：操作マニュアル 共通 II-2-1）JAFTAS ユーザー設定について【ユーザー情報 インポート】 

 

 

 

Q3-6.アカウント管理者を増やす、または変更することができますか？★ 

・アカウント管理者は 1 社 1 名です。アカウント管理者を複数人登録することはできません。 

・変更する場合は、アカウント管理者が、「ユーザー編集」にて操作を行ってください。 

■参照：操作マニュアル 共通Ⅱ-2-1）JAFTAS ユーザー設定について【JAFTAS アカウント管理者の変更】 

 

https://guidance.jaftas.jp/01_manual/op_manual_common02.pdf
https://guidance.jaftas.jp/01_manual/op_manual_common02.pdf
https://guidance.jaftas.jp/01_manual/op_manual_common02.pdf
https://guidance.jaftas.jp/01_manual/op_manual_common02.pdf
https://guidance.jaftas.jp/01_manual/op_manual_common02.pdf
https://guidance.jaftas.jp/01_manual/op_manual_common02.pdf
https://guidance.jaftas.jp/01_manual/op_manual_common02.pdf
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4.招待関連 

４.招待関連 
 

Q4-1.支給品の場合も、依頼が双方向に発生する場合に該当しますか？★ 

・はい、該当します。 

支給品の場合も、依頼が双方向に発生する場合に含まれます。 

・支給品がある場合は、招待時に、双方向に発生するチェックを入れたままにしてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■参照：操作マニュアル 共通Ⅲ-3-2）追加申請を受領後の手続き（回答者） 

 

 

Q4-2.依頼が双方向に発生する場合の同意を、招待時ではなく、後から手続きす

ることができますか？★ 

・納品先に対して、他の仕入先を招待するのと同様に仕入先招待を行うことで、依頼が双方向にできる状態となります。 

・仕入先招待は、「仕入先追加申請・招待」のメニューから招待の申請を行います。 

■参照： 操作マニュアル 共通Ⅲ-2）企業招待・追加申請の手続き（依頼者） 

 

  

https://guidance.jaftas.jp/01_manual/op_manual_common03.pdf
https://guidance.jaftas.jp/01_manual/op_manual_common03.pdf
https://guidance.jaftas.jp/01_manual/op_manual_common03.pdf
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4.招待関連 

Q4-3.招待メールが届いたので URL をクリックしたところ、「初回登録手続きがすで

に開始されております」と表示されました。現在の進捗を確認するにはどうすればいい

ですか？ 

・アカウント管理者の連絡先がわかる場合 

 ⇒アカウント管理者へご確認ください。 

 

・アカウント管理者の連絡先がわからない場合 

 ⇒サポートデスクへお電話ください。 

 サポートデスクよりアカウント管理者へご連絡を差し上げ、  

お問い合わせいただいた方へご連絡を取るようお伝えいたしま

す。 

※アカウント管理者の情報を直接お伝えすることは出来かねます事ご了承ください。 

 

 

 

 

 

 

Q4-4.A 社から招待を受けて既に JAFTAS へ登録済みです。その後、B 社からも

招待を受けた場合の手続きを教えてください。 

・２社目以降の招待を受け取ると、メニュー ＞ 取引企業管理 ＞ 納品先受諾・管理 

に通知が表示されます。 

クリックし、［納品先受諾・管理 詳細］画面にて承諾を行ってください。 

■参照：操作マニュアル 共通Ⅲ-3-2）追加申請を受領後の手続き（回答者） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03-5219-8761 

jaftas_support@tktc.co.jp 

JAFTAS サポートデスク 

平日 10:00 〜 17:00（12:00 〜 13:00 を除く） 

https://guidance.jaftas.jp/01_manual/op_manual_common03.pdf
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4.招待関連 

Q4-5.仕入先を JAFTAS に招待する際、対象仕入先が既に JAFTAS に参加して

いるか確認できますか？ 

・［仕入先追加申請・招待］画面にて入力した仕入先企業が既に JAFTAS に参加している場合、赤字で 

「この企業はすでに JAFTAS を利用しています。『送信』を押下すると、この企業の JAFTAS アカウント管理者宛て

に通知が送信されます」と表示されます。 

・アカウント管理者以外の仕入先企業の自社担当者へ招待通知を送信する場合には、担当者欄へ 

当該担当者の氏名およびメールアドレスをご入力ください。 

■参照：操作マニュアル 共通Ⅲ-2-2）追加申請の場合の注意点 

 

「追加」ボタンをクリックすると最

大 5 名まで登録が可能です 

https://guidance.jaftas.jp/01_manual/op_manual_common03.pdf
https://guidance.jaftas.jp/01_manual/op_manual_common03.pdf
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5.調査依頼・回答受信(R) 

５.調査依頼・回答受信(R) 
 

Q5-1.調査依頼を作成する際、回答期限の設定目安を教えてください。 

・回答期限については明確に定められているものではありませんので、依頼者／回答者間でご相談ください。 

※JAFTAS では 1 か月〜2 か月で設定する企業が多く見られますが、飽く迄も目安としてください。 

・時期や企業によっては多くの調査依頼を受け取って回答に時間を要する場合もあるため、回答期限は 

余裕を持って設定ください。 

・回答期限を過ぎても回答の授受は可能です。また依頼送信後、依頼者にて回答期限の延長も可能です。 

■参照：操作マニュアル R6）希望回答期限を延長する 

 

 

Q5-2.同じ内容の調査依頼を誤って複数作成してしまったため、削除したいです。 

・対象の依頼を一度も送信しておらず、ステータスが‶作成中“の場合、［調査依頼・回答受信(R) 編集］画面 

から削除が可能です。 

画面左下の「削除」をクリックしてください。 

 

 

・ステータスが‶作成中“より進んでいる調査依頼、またはステータスが‶作成中“でも依頼を一度送信し差戻しを 

受けた調査依頼は削除できません。 

削除できないものについては、社内メモ等ご活用いただき、誤って使用しないようご注意ください。 

■参照：操作マニュアル R3-3）依頼作成後の削除について 

 

 

Q5-3.送信した調査依頼について、仕入先での調査の進捗状況は確認できます

か？ 

対象の調査依頼のステータスで進捗状況を確認する事ができます。 

調査依頼を送信するとステータスは‶受付前“となり、仕入先の進捗に応じて‶調査中“→‶回答済“へと変化します。 

・ステータス ‶作成中“ ⇒依頼送信前 

・ステータス ‶受付前“ ⇒依頼を送信してから仕入先が 

調査を開始するまでの状態 

・ステータス ‶調査中“ ⇒仕入先が調査を実施している 

状態 

・ステータス ‶回答済“ ⇒仕入先からの回答が返ってきている状態 

＝回答の確認が可能 

■参照：操作マニュアル R)［調査依頼・回答受信(R)］の機能 

https://guidance.jaftas.jp/01_manual/op_manual_request.pdf
https://guidance.jaftas.jp/01_manual/op_manual_request.pdf
https://guidance.jaftas.jp/01_manual/op_manual_request.pdf
https://guidance.jaftas.jp/01_manual/op_manual_request.pdf
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5.調査依頼・回答受信(R) 

Q5-4.誤った内容で依頼を送信してしまった場合、修正はできますか？  

修正項目および調査依頼・回答受信(R)のステータス状況により操作が異なります。 

【品番・品名・協定・輸入通関国を修正する】 

・上記 4 項目について、送信済の依頼 ID の内容を変更することはできません。 

いずれのステータスの場合も、新規で依頼 ID を作成する必要があります。 

・送信済の依頼 ID は、ステータスが‟受付前“‟調査中”‟支給品調査中“であれば、依頼の取下げが可能です。

(［🔎調査依頼・回答受信(R) 詳細］画面にて「依頼取下」をクリックします、回答者が承認すると 

調査結果=取下となります)。 

取下げ後は、調査結果を取下として社内で承認を進め、調査を終了にします。 

 

【品番・品名・協定・輸入通関国以外を修正する(HS コード、メッセージ、添付資料等)】 

・依頼 ID のステータスが‟承認済“となる前であれば、当該依頼 ID の依頼内容を変更することができます。 

［調査依頼・回答受信(R) 編集］画面にて修正します。 

※パススルー企業として依頼を作成している場合は、HS コードの変更はできません。 

 

・ステータスにより操作が異なりますので下記をご参照ください。 

調査依頼・回答受信(R) ステータス 対応方法 

①受付前、調査中、支給品調査中 JAFTAS 外にて回答者へ連絡し、回答者から依頼の差戻しを行っ

てもらいます。 その後、［🔎調査依頼・回答受信(R) 詳細］画

面にて「差戻し」をクリックし、編集画面にて依頼内容の編集を行い

ます。 

②回答済 [🔎調査依頼・回答受信(R) 詳細］画面にて「差戻し」をクリック

し、編集画面にて依頼内容の編集を行います。 

③回答内容確定 [🔎調査依頼・回答受信(R) 詳細］画面にて「却下」をクリック

し、ステータスを②に戻します。以降、②の操作を行ってください。 

④承認済 依頼内容は修正できません、新規で依頼 ID の作成が必要です。 

 

■参照：操作マニュアル R7）依頼の取下げを行う 

R10）受信した回答を差戻す 

 

 

  

https://guidance.jaftas.jp/01_manual/op_manual_request.pdf
https://guidance.jaftas.jp/01_manual/op_manual_request.pdf
https://guidance.jaftas.jp/01_manual/op_manual_request.pdf
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5.調査依頼・回答受信(R) 

Q5-5.仕入先から回答を受領した後の操作の流れを教えてください。 

・仕入先からの回答を受領すると、調査依頼・回答受信(R)のステータスが‶回答済“となります。 

・回答受領後は、［調査回答・回答送信(A) 詳細］画面より回答内容を確認してください。問題なければ 

「回答内容確定」をクリック、そして「承認」をクリックするとステータスが‶承認済“となり、一連の操作が完了します。 

 

■参照：操作マニュアル R4）回答を受信する 

 

 

 

Q5-6.直接回答で回答を受信した場合、どのように対応すればいいですか？ 

・直接回答とは、生産者にて調査結果の判定が難しい場合に、判定を行わずに根拠書類（対比表・計算 WS 等）

を依頼者へ提出する方法です。 

調査起点の企業と回答者で合意の上行う必要があります。 

・直接回答で回答を受信した場合、［調査依頼・回答受信(R) 詳細］画面の 

調査結果欄に「直接回答」と表示されます。 

 

※荷姿が構成品の場合、依頼者にて回答承認をする際に調査結果の達成/未達成を選択する必要があります。 

※直接回答を受け取ったが自社では原産性を判断しかねる場合や、回答者には直接回答ではなく 

サプライヤー証明書で回答してほしいという場合には、個別に事情をお伺いしますのでサポートデスクに 

お問合せください。 

 

■参照：操作マニュアル R4）回答を受信する【直接回答にて回答を受信した場合】 

 

 

 

https://guidance.jaftas.jp/01_manual/op_manual_request.pdf
https://guidance.jaftas.jp/01_manual/op_manual_request.pdf
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6.調査回答・回答送信(A) 

6.調査回答・回答送信(A) 

 

受付 

Q6-1.同じ内容の調査依頼を複数受け取ったらどのように対応すれば良いです

か？  

・親品番が異なるなどの理由により、まったく同一の調査依頼を複数件受領する場合があります。 

基本的には、それぞれの依頼に対して調査を進めていただければ問題ございませんが、 

後続の操作に迷われた際には、依頼者へお問い合わせください。 

・別の依頼である場合、「原産資格調査 複製」をご活用いただけますと、調査をスムーズに行う事が可能です。 

■参照：操作マニュアル A4-1）[内製品のケース]原産資格調査を作成する 

・なお、依頼者側で同一依頼の誤送信であると判明した場合には、依頼者側から依頼取下を行うこともございます。 

・［調査回答・回答送信(A) 詳細］画面にて依頼者の連絡先を確認できますので、問合せの際にご活用ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q6-2.調査回答・回答送信(A)受付画面の仕入先のタブに、仕入先が表示されま

せん。 

仕入先のタブをクリックしても「外製品」の欄に仕入先が 

表示されない場合、下記の原因が考えられます。 

① 仕入先の招待が済んでいない → 仕入先追加申請・

招待のメニューより、招待を行ってください。 

■参照：操作マニュアル 共通Ⅲ-2）企業招待・追

加申請の手続き（依頼者） 

 

② 仕入先招待の際、誤った企業を招待している → 招待した企業情報に誤りが無いかご確認ください。 

 

③ 仕入先コードが未登録 → 仕入先編集画面にて仕入先コードを設定ください。 

■参照：操作マニュアル 共通Ⅲ-2-5）仕入先情報の編集・更新 

https://guidance.jaftas.jp/01_manual/op_manual_answer.pdf
https://guidance.jaftas.jp/01_manual/op_manual_common03.pdf
https://guidance.jaftas.jp/01_manual/op_manual_common03.pdf
https://guidance.jaftas.jp/01_manual/op_manual_common03.pdf
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6.調査回答・回答送信(A) 

Q6-3.調査回答・回答送信(A)のステータスが「確認中」となった後の操作を教え

てください。 

・調査を受信し、［調査回答・回答送信(A) 受付］画面で「受付」をクリックすると、‶確認中“のステータスに 

遷移します。 

・［調査回答・回答送信(A) 詳細］の画面下のボタンから次の画面へ進んでください。 

※調査受付時の仕入先の選択によって表示されるボタンは異なります。 

・ステータスが‶回答済“となるまで JAFTAS の操作を進めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【ステータス遷移図】調査対象品に対して自社で生産行為を行っている場合 

  ※自社で生産行為を行っていない場合は、仕入先へ調査を依頼する別フローとなります 

■参照：操作マニュアル A3-1）受信した依頼の受付をする 

 

 

 

Q6-4.受信した調査依頼の回答期限を延長したい場合、システム内で対応できま

すか？ 

・回答期限を延長したい場合、JAFTAS 上で依頼者に連絡

を行う事はできません。依頼者へ電話・メール等にて、直接

連絡をして回答期限延長の旨をお伝えいただく必要がござい

ます。 

・［調査回答・回答送信(A) 詳細］画面右下の「メール作

成」をクリックすると、対象の調査依頼情報を自動転記したメ

ールを作成することができます。 

・尚、回答期限を過ぎても回答の送信は可能です。 

 

■参照：操作マニュアル A9）回答期限の延長について 

A16-1）問合せメールを作成する 

 

 

https://guidance.jaftas.jp/01_manual/op_manual_answer.pdf
https://guidance.jaftas.jp/01_manual/op_manual_answer.pdf
https://guidance.jaftas.jp/01_manual/op_manual_answer.pdf
https://guidance.jaftas.jp/01_manual/op_manual_answer.pdf
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6.調査回答・回答送信(A) 

Q6-5.『依頼情報』部に表示される「新規/定期原産性維持確認/再依頼」とは何

ですか？ 

・新規/定期原産性維持確認/再依頼は調査内容によって自動で設定されます。表示区分は 4 パターンあります。 

表示区分 条件 備考 

新規 
・JAFTAS において初めての調査で、過去に同じ調査をし

たことは無い 

・新規か過去の調査かの

区別は下記※参照 

定期原産性維持確認 

（期限延長 依頼） 

・過去、既に同じ調査※を実施し、調査結果が原産 

・有効期限/同意通知期限の延長が求められている ・原産資格調査の際に、

過去調査の複製が可能 

・過去の日商判定番号や

依頼IDが画面に表示さ

れる 

定期原産性維持確認 

（期限延長 不要） 

・過去、既に同じ調査※を実施し、調査結果が原産 

・有効期限/同意通知期限の延長は求められていない 

再依頼 ・過去、既に同じ調査※を実施し、調査結果が非原産 

 

※調査回答・回答送信(A)における区分表示の条件 

調査が新規か否かの区分は、上記条件が一致しているかで自動的に判断されます。 

※複数の調査を過去に実施した場合は、最新の日商判定番号や依頼 ID が表示されます。 

 

  

区分  

過去と同一か異なるか 

過去の 

調査結果 品番 協定 
HS 

コード 

回答方法 

（同意通知/サプ

ライヤー証明書） 

荷姿 
調査起点 

企業 ID 

調査起点 

品番 

調査起点≠依頼者の

場合 

依頼者 

企業 ID 

依頼者 

品番 

新規 どれか一つでも異なっている場合 ― 

定期原産性 

維持確認 同 

一 

同 

一 

同 

一 

同 

一 

同 

一 

同 

一 

同 

一 

同 

一 

同 

一 

原産 

再依頼 非原産 
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6.調査回答・回答送信(A) 

Q6-6.過去に回答済みの調査対象品の依頼を受信したようですが、どのように操

作したら良いですか？ 

・過去に回答済みの調査対象品の依頼を JAFTAS で受領した場合、調査回答・回答送信(A)の 

『依頼情報』部に「定期原産性維持確認」あるいは「再依頼」と表示されます。 

（用語の説明は前述の Q6-5 をご参照ください。） 

・過去に回答した内容から変更が無い場合、「原産資格調査 複製」や、「原産資格調査 再利用」の機能を 

利用することで操作を省略できます。ご利用にあたっての条件、操作手順等はこちらの資料をご確認ください。 

■参照：定期原産性維持確認の対応方法のご案内 

 

 

 

回答方法 

Q6-7.JAFTAS に表示されている「回答方法」とは何ですか？変更は可能ですか？ 

・JAFTAS で表示される回答方法は、調査対象品の荷姿と協定が採用している証明制度によって自動的に 

分類されます。 

回答方法 条件 

同意通知 
荷姿が輸出品、且つ第三者証明制度を採用している協定の場合 

※日商への原産品判取得後、輸出者へ同意通知を行う必要があります 

サプライヤー証明書(輸出品) 荷姿が輸出品、且つ自己証明制度を採用している協定の場合 

サプライヤー証明書(構成品) 証明制度(第三者証明/自己証明)にかかわらず、荷姿が構成品の場合  

対比表・計算 WS 
＜FTA 対象品(構成品)(P)＞より自社へ依頼を行った場合、 

もしくは＜原産資格調査(D)＞より自社へ構成品の依頼を行った場合 

・回答方法を回答者側で変更することはできません。 

 

 

  

https://guidance.jaftas.jp/03_etc_manual/regular_check.pdf


 

©Tokyo Kyodo Trade Compliance   29 

 
目次へ戻る 

6.調査回答・回答送信(A) 

Q6-8.自社で作成したサプライヤー証明書を JAFTAS に添付して回答したい。どの

ように操作すればいいですか？ 

・調査依頼を受け取った対象品について、自社で生産を 

行っており、JAFTAS を通して原産資格調査を行う 

代わりに、自社で作成したサプライヤー証明書を以て 

回答するケースが該当します。 

・［調査回答・回答送信(A) 受付］画面『仕入先』部 

にて「自社調査結果」を選択した後、生産情報等を入力

し、サプライヤー証明書を添付する流れです。 

■参照：操作マニュアル A6）JAFTAS 外の資料取込をする 

 

 

 

Q6-9.仕入先から日商判定番号またはサプライヤー証明書を入手しています。

JAFTAS ではどのように対応すればいいですか？★ 

・自社で生産を行っていない調査対象品について、JAFTAS を通して仕入先へ調査依頼を送る代わりに、 

JAFTAS 外にて仕入先から日商判定番号（第三者証明/輸出品の場合）または書面でサプライヤー証明書を

入手しているケースが該当します。 

・［調査回答・回答送信(A) 受付］画面『仕入先』部にて 

システム外を選択した後、生産情報等を入力し、サプライヤー

証明書を添付する流れです。 

※Q6-8 の場合と同様の操作手順となります。 

■参照：操作マニュアル A6）JAFTAS 外の資料取込をする 

 

 

 

Q6-10.直接回答とは何ですか？ 

・生産者にて調査結果の判定が難しい場合に、判定を行わずに根拠書類（対比表・計算 WS 等）を依頼者へ

提出する方法です。 

※直接回答を行う場合、必ず依頼元企業に直接回答で問題ないかのご確認をお願いいたします。 

・輸出者が原産資格調査を実施するのに必要な資料（対比表・計算ワークシート等）を回答者側が添付して 

回答します。 

・自社で作成したサプライヤー証明書をお持ちの場合、直接回答ではなく JAFTAS 外資料取込にてご回答ください。 

■参照：操作マニュアル A14）直接回答を行う 

システム外取込・直接回答について 

  

https://guidance.jaftas.jp/01_manual/op_manual_answer.pdf
https://guidance.jaftas.jp/01_manual/op_manual_answer.pdf
https://guidance.jaftas.jp/01_manual/op_manual_answer.pdf
https://guidance.jaftas.jp/03_etc_manual/other_answer.pdf
https://guidance.jaftas.jp/03_etc_manual/other_answer.pdf
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目次へ戻る 

6.調査回答・回答送信(A) 

Q6-11.サプライヤー証明書等とは別に作成した根拠書類を依頼者に送信したい/

したくない場合、どの欄に添付すればいいですか？ 

・依頼者に送信されるのは［調査回答・回答送信(A) 詳細］画面の『回答内容』部の情報です。 

同意通知書やその他の根拠書類を依頼者に送信したい場合は、上記欄の「添付ファイル」に添付してください。 

・依頼者に送信したくない資料は『社内保管資料』部に添付ください。 

加えて、［原産資格調査(D) 詳細］画面『（2）原産資格を明らかにするための資料』部に添付した場合も 

依頼者には伝達されません。 

■参照：操作マニュアル A7）回答を送信する 

 

 

 

Q6-12.「JAFTAS 外資料取込」にて調査内容を入力した後、内容を訂正したい場

合はどうすればいいですか？ 

・［調査依頼・回答受信(R) 手動登録］画面にて調査内容を登録すると、調査依頼・回答受信(R)の 

ステータスが‶承認済“、調査回答・回答送信(A)のステータスが‶調査完了“となります。 

上記ステータスになった後は、調査内容を編集することはできません。 

・［調査回答・回答送信(A) 詳細］画面左下の「受付前へ戻す」をクリックし、再度受付の操作から行うと、 

新規の調査を作成して調査内容を登録し直す事ができます。 

※最初に登録した調査依頼・回答受信(R)のデータはそのまま残るため、社内メモ等に不要データである旨を 

記載し、必要に応じてアーカイブ機能をご活用ください。 

※上記の操作は、調査回答・回答送信(A)のステータスが‶調査完了“‶回答完了承認待”の状態 

（依頼元に回答を送信する前）まで可能です。 

■参照：操作マニュアル A17）受付前へ戻す、A6）JAFTAS 外の資料取込をする、共通 I-7)アーカイブ機能 

 

 

 

Q6-13.外製品の生産者が JAFTAS に参加できない場合はどうしたらいいです

か？ 

・調査対象品が外製品（調査対象品を自社で生産していない）の場合、通常は仕入先（生産者）が 

原産資格調査を行います。JAFTAS 上で依頼を受領している場合、可能な限り仕入先を JAFTAS へ 

招待いただくことをおすすめいたします。 

・諸事情により仕入先が JAFTAS に参加できない場合、JAFTAS 外で仕入先が作成したサプライヤー証明書を 

入手し、JAFTAS に登録します。 

調査回答・回答送信(A)の受付時に「JAFTAS 外資料取込」を選択してください。 

■参照：操作マニュアル A6）JAFTAS 外の資料取込をする 

 

https://guidance.jaftas.jp/01_manual/op_manual_answer.pdf
https://guidance.jaftas.jp/01_manual/op_manual_answer.pdf
https://guidance.jaftas.jp/01_manual/op_manual_answer.pdf
https://guidance.jaftas.jp/01_manual/op_manual_common01.pdf
https://guidance.jaftas.jp/01_manual/op_manual_answer.pdf
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目次へ戻る 

6.調査回答・回答送信(A) 

Q6-14.ステータスが「調査完了」となった後の操作を教えてください。 

・調査回答・回答送信(A)のステータスが‶調査完了“の場合、自社や仕入先での調査が完了している状態を 

指しています。 

・ステータス‶調査完了“の状態では納品先へ回答は送信されていません。 

［調査回答・回答送信(A) 詳細］画面下部「回答内容入力」より回答内容を入力し、ステータス‶回答済“まで

進むと納品先へ回答が送信されます。 

■参照：操作マニュアル A7）回答を送信する 

 

 

 

取下げ・差戻し 

Q6-15.誤った HS コードで依頼が来ている場合どうすれば良いですか？ 

・依頼の差戻しを行ってください。 

・［調査回答・回答送信(A) 詳細］画面の左下にある 

「差戻し」をクリックして、差戻し画面へ進みます。 

 

■参照：操作マニュアル A11）回答前に依頼を差し戻す 

 

 

 

 

Q6-16.「【JAFTAS】依頼取下を受信しました」というメールを受信した後の操作方

法を教えてください。(2024/2/8 修正) 

・依頼者が依頼取下を行うと、回答者へ依頼取下依頼のメールが送付されます。 

・JAFTAS ログイン後、タスクリストに依頼が取下げられた ID が表示されます。 

・該当 ID クリックすると、[調査回答・回答送信(A) 詳細］画面へ遷移しますので、依頼者からのメッセージを確認

のうえ、通知マークをクリックして［調査回答・回答送信(A) 通知一覧］画面へ遷移します。 

・依頼が取下げされた対象品に対して、取下げを承認する場合は「承認」をクリック、取下げを却下する場合は 

「却下」をクリックします。 

※既に原産資格調査や依頼を送信している場合は、依頼の取下承認を行うと他 ID との紐付けが切れます。 

 

 

 

 

 

 

■参照：操作マニュアル A10）調査依頼の取下げを受信する  

調査依頼内容の詳細を確認したい場合は 

回答 ID のリンクをクリックしてください 

https://guidance.jaftas.jp/01_manual/op_manual_answer.pdf
https://guidance.jaftas.jp/01_manual/op_manual_answer.pdf
https://guidance.jaftas.jp/01_manual/op_manual_answer.pdf
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6.調査回答・回答送信(A) 

Q6-17.調査対象品が海外製品の場合、JAFTAS ではどのように回答しますか？ 

・調査対象品が協定締約国外の第三国にて生産された産品の

場合、EPA を適用できないため、「海外製」として JAFTAS に登

録いただきます。 

・調査依頼を受信したら、［調査回答・回答送信(A) 詳細］

画面左下の「差戻し」ボタンより手続きします。 

■参照：操作マニュアル A11）回答前に依頼を差し戻す 

 

 

 

 

Q6-18.回答済みの調査依頼について修正を行いたいのですが、どうすればいいで

すか？ 

・ステータスが‶回答済“の場合 

  ① JAFTAS で回答取下を行う 

回答者から回答の取下げを送信→依頼元企業にて承認→編集可能に 

  ② JAFTAS 外で依頼元へ回答の差戻しを依頼する 

回答者から JAFTAS 外（電話、メール等）で差戻し依頼をする 

     →依頼元企業にて差戻しを行う→編集可能に 

 

・ステータスが‶承認済“の場合 

 回答内容の修正はできません。 

 修正が必要な場合は JAFTAS 外で新規で調査依頼をかけていただくよう依頼元へご依頼ください。 

 軽微な修正の際は JAFTAS の社内メモ欄を活用し社内で管理する例もございますが、判断しかねる場合は 

依頼元へご相談ください。 

■参照：操作マニュアル A12）回答後に回答結果を取下げる 

https://guidance.jaftas.jp/01_manual/op_manual_answer.pdf
https://guidance.jaftas.jp/01_manual/op_manual_answer.pdf
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7.原産資格調査(D) 

７.原産資格調査(D) 
 

基本操作 

Q7-1.原産資格調査で VA ルールを選択した際に表示される「社内基準値」の設

定は必須ですか？ 

・「社内基準値」とは、協定基準値に閾値を上乗せすることで余裕のある調査結果とすることができる項目です。 

・「社内基準値」の設定は各社判断となりますが、多少の為替変動/価格変動があっても原産性を失わないためにも

設定を推奨しています。 

 

 

 

 

 

■参照：操作マニュアル D2-1）『(1)生産と特恵基準 ②適用原産地規則の選択 (1)- 付加価値基準』を

選択したときには：①社内基準値 

 

 

 

Q7-2.原産資格判定を JAFTAS で行わずに対比表や計算 WS を自身で作成し

ました。JAFTAS での操作方法を教えてください。★ 

・JAFTAS の原産資格判定機能を使わずに、根拠書類をもとに手動で判定を行うケースです。 

・［原産資格調査(D) 編集］画面、手動/システム外判定のタブで達成を選択し、根拠書類を添付します。 

（こちらの画面で添付した根拠書類は、依頼元には開示されません。） 

 ※根拠書類を自身で保管することも可能です。 

■参照：操作マニュアル D6）システム外判定 

  

https://guidance.jaftas.jp/01_manual/op_manual_determine.pdf
https://guidance.jaftas.jp/01_manual/op_manual_determine.pdf
https://guidance.jaftas.jp/01_manual/op_manual_determine.pdf
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7.原産資格調査(D) 

Q7-3.原産資格調査(D)で「調査完了」になった場合、登録した情報は依頼者に

開示されますか？  

・依頼者に開示されるのは＜調査回答・回答送信(A)＞に登録された情報です。 

 ＜原産資格調査(D)＞で登録した構成品情報や、作成された根拠書類等は依頼者に開示されません。 

・＜原産資格調査(D)＞のステータス‶調査完了“とは、原産資格調査が完了したことを意味しています。 

・回答を依頼者へ伝達するには、＜調査回答・回答送信(A)＞から回答送信の操作を行う必要があります。 

 

 

 

 

■参照：操作マニュアル A7）回答を送信する 

 

 

 

 

 

Q7-4.セット（キット）品を顧客に納入しています。セット品の原産資格調査はどの

ようにすればいいですか？ 

・セット（キット）品とは、それぞれ単独で提示を行うことも可能な複数種類の品目を取り揃えて、 

ひとつの品目として原産資格調査を行うケースを想定しております。 

・この場合、協定によって対応方法が異なり一律のご案内は難しいため JAFTAS サポートデスクまで 

お問い合わせください。 

・本ケースに該当する場合は協定条文上の解釈の余地が残る論点となりますので、一律のご案内は難しい点 

予めご了承ください。 

 

 

 

Q7-5.同じ内容の原産資格調査の ID を複数作成してしまったため、削除したいで

す。 

・原産資格調査 ID が複数作成されるケースとしては、一度受付し原産資格調査を作成した調査対象品に対して、

何らかの理由で一旦回答状況を受付前に戻し、再度原産資格調査を作成した場合が挙げられます。 

■参照：操作マニュアル A17）受付前へ戻す 

・作成した原産資格調査 ID は削除することができませんが、不要な場合はアーカイブをする事で一覧画面にて 

対象 ID を非表示にする事ができます。 

※アーカイブした ID は再利用/複製の対象から除外されます。 

■参照：操作マニュアル 共通Ⅰ-7）アーカイブ機能 

括弧内は＜調査回答・回答送信(A)＞の現在の 

ステータスを表しています 

依頼者へ回答を送信すると(回答済)へ変わります 

回答を送信するには、この ID をクリックして調査回答・ 

回答送信(A)画面へ遷移して操作を行ってください 

https://guidance.jaftas.jp/01_manual/op_manual_answer.pdf
https://guidance.jaftas.jp/01_manual/op_manual_answer.pdf
https://guidance.jaftas.jp/01_manual/op_manual_common01.pdf
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7.原産資格調査(D) 

Q7-6.調査時に設定した有効期限/同意通知期限が迫っている時、JAFTAS 上で

通知などはされますか？(2023/5/12 修正) 

・有効期限/同意通知期限について、依頼者・回答者双方に対し通知機能等はございません。 

・期限が迫っている、または期限切れの依頼 ID・回答 ID を確認したい場合、［調査依頼・回答受信(R) 一覧］

または［調査回答・回答送信(A) 一覧］画面にて「▼詳細検索条件表示」をクリックし、有効期限/同意通知

期限の日付範囲を指定の上、「検索」をクリックしてください。 

※〇カ月以内に期限切れという検索方法も可能です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q7-7.根拠書類/サプライヤー証明書はJAFTAS上で作成することができますか？ 

・JAFTAS での調査方法によって、JAFTAS にて自動作成される根拠書類/サプライヤー証明書の有無が異なります。 

社内状況に合わせて調査方法を選択してください。 

・根拠書類/サプライヤー証明書を JAFTAS 上で自動作成するには、依頼受付後「原産資格調査作成」ボタンから

調査 ID を作成し、必須情報を入力する必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①参照：操作マニュアル D3）JAFTAS 内で原産資格調査を行う(システム判定) 

②参照：操作マニュアル D6）システム外判定、システム外・直接回答について 

③参照：操作マニュアル A6）JAFTAS 外の資料取込をする、システム外・直接回答について 

  

調査方法 根拠書類 サプライヤー証明書 

①調査 ID 作成後、 

JAFTAS の原産資格判定機能を

使用する場合 

 

自動作成 

 

自動作成 

②調査 ID 作成後、 

JAFTAS の原産資格判定機能を

使用しない場合 

作成なし 

(自社で別途作成が必要) 

 

自動作成 

 

③システム外取込をする場合 

(調査 ID を作成しない場合) 

作成なし 

(自社で別途作成が必要) 

作成なし 

(自社で別途作成が必要) 

https://guidance.jaftas.jp/01_manual/op_manual_determine.pdf
https://guidance.jaftas.jp/01_manual/op_manual_determine.pdf
https://guidance.jaftas.jp/03_etc_manual/other_answer.pdf
https://guidance.jaftas.jp/01_manual/op_manual_answer.pdf
https://guidance.jaftas.jp/03_etc_manual/other_answer.pdf
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7.原産資格調査(D) 

Q7-8.JAFTAS 上で自動作成された根拠書類/サプライヤー証明書はどこで確認

できますか？ 

※JAFTAS で根拠書類/サプライヤー証明書を自動作成する方法については前述の Q7-7 をご参照ください。 

 

＜根拠書類の確認方法＞ 

・根拠書類（対比表・計算ワークシート）は、対象調査 ID の［原産資格調査(D) 詳細］画面下部

「根拠書類ダウンロード」ボタンからダウンロードし確認可能です。 

・［原産資格調査(D) 編集］画面『(2)原産資格を明らかにするための資料』部にて自社で添付した資

料が ある場合、そちらも併せてダウンロードされます。 

・原産資格判定を行った後であれば、‶調査中“を含むどのステータスでもダウンロードが可能です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜サプライヤー証明書の確認方法＞ 

・日本語のサプライヤー証明書は、対象回答 ID のステータスが‶回答完了承認待“‶回答済”‶承認済“の 

場合に、［調査回答・回答送信(A) 詳細］画面『回答内容』部の「サプライヤー証明書」ボタンからダウ

ンロードすると確認が可能です。（英語のサプライヤー証明書は、ステータス‟承認済“になると確認できま

す。） 

・ステータス‶調査完了“以前はサプライヤー証明書のダウンロードはできません。 

・JAFTAS で原産資格判定を行っていても、調査結果が「未達成」の場合サプライヤー証明書は作成され 

ません。 
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7.原産資格調査(D) 

Q7-9.調査完了後に内容を修正することはできますか？ 

・原産資格調査(D)のステータスが‶調査完了“、そして原産資格調査(D)に紐づく調査回答・回答送信(A)の 

ステータスが‶調査完了”あるいは‶回答完了承認待“の場合のご案内になります。 

（調査回答・回答送信(A)のステータスが‶回答済“の場合は、依頼者に回答が送信されているため修正 

できません。） 

 

・調査完了後は社内メモ欄と有効期限/同意通知期限以外は編集ができません。 

・内容を修正するには調査回答・回答送信(A)の受付の操作からやり直し、再度原産資格調査を作成する必要が

あります。 

① 原産資格調査(D)に紐づいている調査回答・回答送信(A)のステータスも‶調査完了“であることを確認 

（‶回答完了承認待“の場合は［調査回答・回答送信(A) 詳細］画面左下「回答完了 却下」をクリック

し、ステータスを‶調査完了”へ戻す。） 

 

 

 

 

 

 

② ［調査回答・回答送信(A) 詳細］画面左下の「受付前へ戻す」をクリックし、ステータスを‶受付前“に戻す 

③ 再度［調査回答・回答送信(A) 受付］画面より受付、原産資格調査を行う 

 

※ステータスが‶確認中“まで進んだら「原産資格調査 複製」をクリックすると、過去に作成した調査をコピーして

原産資格調査を行うことが可能なため、操作を簡略化できます。 

※初めに作成した原産資格調査(D)のデータは不要になるため、後から見た時に分かるよう社内メモ欄に今回の

経緯などを記載いただくことをおすすめいたします。また、必要に応じてアーカイブ機能もご活用ください。 

 

■参照：操作マニュアル 共通Ⅰ-7）アーカイブ機能 

  

原産資格調査(D)に紐づいている調査回答・回答送信

(A)のステータスは、［原産資格調査(D) 詳細］画面

の右上、A から始まる ID の後の（）にて確認できます 

https://guidance.jaftas.jp/01_manual/op_manual_common01.pdf
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7.原産資格調査(D) 

構成品 

Q7-10.構成品入力の方法を教えてください。 

・構成品を入力するには［原産資格調査(D) 詳細］画面『（2）構成品の入力と原産資格判定』部より、 

下記①〜④の方法にて行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 一点ずつ手動入力 

「構成品追加」より［調査対象構成品 登録］画面に遷移し、構成品情報を入力します。 

■参照：操作マニュアル D3-2-1）構成品を登録する（1 件ずつ） 

 

② 複数の構成品を手動入力 

「構成品一括追加」より［調査対象構成品 一括登録］画面に遷移し、構成品情報を複数入力します。 

※画面左下「追加」をクリックすると行が追加されます。 

■参照：操作マニュアル D3-2-2）構成品をまとめて登録する（一括追加） 

 

③ 予めデータを作成し一括でインポート 

構成品情報を予め作成し、「インポート」よりデータをインポートします。 

※［原産資格調査(D) 編集］画面にて品目別原産地規則を選択後にインポートを行ってください。 

※インポートエラーが表示される場合は前述の Q2-5 をご参照ください。 

※インポートしたデータを一括削除する事はできません。 

■参照：操作マニュアル D3-2-3）構成品をインポートする 

 

④ FTA 用 BOM に予め取り込んだデータを呼び出す 

構成品情報を予め作成し、JAFTAS 内の FTA 用 BOM に取り込んだ後、「FTA 用 BOM から作成」より 

データを呼び出します。 

■参照：操作マニュアル D11-2）FTA 用 BOM 

 

 

  

① ② 

③ ④ 

https://guidance.jaftas.jp/01_manual/op_manual_determine.pdf
https://guidance.jaftas.jp/01_manual/op_manual_determine.pdf
https://guidance.jaftas.jp/01_manual/op_manual_determine.pdf
https://guidance.jaftas.jp/01_manual/op_manual_determine.pdf
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7.原産資格調査(D) 

Q7-11.構成品の入力時に品番が必須入力項目となっていますが、自社に該当す

る品番がありません。 

・構成品に品番がない場合は、原産性証明の情報を自社で管理・抽出する際に有用な情報を入力していただく 

事を推奨します。 

例）製造番号、型番、サプライヤーコード、納品先の有償支給品の品番、請求書番号、工場番号等 

・特定の番号がない場合は、品名と同じ内容、または簡単な数字等を設定し入力してください。 

 

 

 

Q7-12.構成品はどこまで登録すればいいですか？すべて登録が必要ですか？ 

・原産/非原産に関わらず、すべての構成品のご入力が必要です。 

 但し、部品数が多い調査対象品については、ある程度の固まりとして捉える事が出来る場合があります。 

※VA ルールの場合、「合理性のない組み合わせである」と判断される事がないように、注意が必要です。 

★不明点はサポートデスクまでお問い合わせください。 
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7.原産資格調査(D) 

Q7-13.構成品の HS コードは何桁まで分類する必要がありますか？ 

・CTC ルールを使用する場合、調査対象品と構成品の間で必要な桁数の HS コード変更が確認できれば、6 桁ま

で分類する必要はありません。 

詳細については、経済産業省「原産性を判断するための基本的考え方と整えるべき保存書類の例示」をご確認く

ださい。* 

・JAFTAS では、必要な桁数の HS コードの変更が確認できる場合は 4 桁での登録が可能です。 

・VA ルールを使用する場合、構成品の HS コード登録は必須ではありません。 

・但し、調査依頼を送信する際、および手元の資料を取り込む際には、使用する品目別原産地規則（CTC ルール

/VA ルール）に関わらず、6 桁の登録が必須になります。 

 

*HS コードの分類は、関税率表の解釈に関する通則 1 にもとづき 4 桁で分類することが大原則ですので、

JAFTAS では 4 桁以上で登録する仕様になっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q7-14.構成品の調査依頼をかけたいが、「依頼作成」ボタンが表示されません。 

・構成品を登録しても「依頼作成」ボタンが表示されない場合、下記の原因が考えられます。 

① 「かんたんモード」になっている 

→「通常」をクリックし、画面を通常モードに切り替えてください。 

② 「調査対象外」にチェックが入っている 

 →［調査対象構成品 編集］画面よりチェックを外してください。 

③ 「原産資格判定」ボタンをクリックしていない 

→CTC ルールの場合、「原産資格判定」をクリックしてください。 

④ 構成品情報が不足している 

→HS コード（6 桁）、仕入先の入力が必須です。 

 

■参照：操作マニュアル D4-1）依頼を作成する条件 

 

 

 

 
構成品登録 依頼送信 

JAFTAS 外資料取込 CTC VA 

類（２桁） × (任意) × 

項（４桁） 〇 (任意) × 

号（６桁） 〇 (任意) 〇 

https://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/boekikanri/download/gensanchi/roo_guideline_preservation.pdf#page=9
https://guidance.jaftas.jp/01_manual/op_manual_determine.pdf
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7.原産資格調査(D) 

Q7-15.調査対象品に含まれる構成品が内製品の場合の操作方法を教えてくださ

い。 

・自社へ構成品の調査依頼を送信し、原産資格調査を行ってください。 

① 原産性を証明したい構成品の仕入先欄は内製品(自社)を選択 

② 自社に対して調査依頼を送信 

③ 調査回答・回答送信(A)にて自社からの調査依頼を受信 

④ 調査回答・回答送信(A)にて受付を行い、原産資格調査を進める 

 

 

 

 

 

 

 

 

■参照：操作マニュアル D4）構成品の調査依頼を作成する 

 

 

 

Q7-16.原産資格調査の過程で、構成品のサプライヤー証明書を仕入先から書面

で入手しました。JAFTAS での対応方法を教えてください。★ 

・構成品の調査依頼を JAFTAS を通して行わず、代わりに仕入先から書面で入手したサプライヤー証明書を用いて 

操作を進めるケースです。 

・［調査対象構成品 登録］画面にて、構成品の仕入先をシ                                        

ステム外と選択します。 

「JAFTAS 外の資料取込」をクリックして進み、生産情報等の                                           

入力とサプライヤー証明書の添付を行います。 

■参照：操作マニュアル D4-3）JAFTAS外の資料取込みを                                          

行う 

 

  

①仕入先は自社を選択 
②依頼作成をクリック→依頼送信 

https://guidance.jaftas.jp/01_manual/op_manual_determine.pdf
https://guidance.jaftas.jp/01_manual/op_manual_determine.pdf
https://guidance.jaftas.jp/01_manual/op_manual_determine.pdf
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7.原産資格調査(D) 

Q7-17.構成品の調査依頼を送信し「達成」にて回答を受信しましたが、自社の原

産資格調査結果が「未達成」のままです。 

 

 

・以下の原因が考えられます 

① 対象の構成品調査の回答に対して承認作業を行っていない 

⇒［調査依頼・回答受信(R) 詳細］画面より「承認」をクリック※してステータスを‶承認済“まで 

進めてください。 

※調査依頼・回答受信(R) の確定権限が必要です。 

■参照：操作マニュアル R4）回答を受信する 

 

② ［原産資格調査(D) 詳細］画面にて「原産資格判定」をクリックしていない 

⇒構成品調査の回答の承認（＝①）後に、再度「原産資格判定」をクリックしていただくと調査結果が 

反映されます。 

■参照：操作マニュアル D4-2-1）依頼を作成する(1 件ずつ) 

 

 

 

Q7-18.CTC/VA で「原産資格判定」をクリック後、『「原産材料のみから生産され

る産品」の条件を満たしています。』とエラーメッセージが表示されました。 

・CTC/VA ルールを使用して構成品のサプライヤー証明書を取得し、登録したすべての構成品が原産となった 

場合は、使用する原産品の基準を変更する必要があります。 

・CTC/VA タブにて既に構成品を登録している場合、タブのコピー機能を使用すると登録した内容を引き継ぐ事が 

できます。 

① ［原産資格調査(D) 詳細］画面下部「編集」をクリック 

② 『(1)生産と特恵基準 ②適用原産地規則の選択』部 

にて「原産品の基準」を「原産材料のみから生産される 

産品」に設定 

③ 画面下部「次へ」をクリック 

④ 『(2)構成品の入力と原産資格判定』部にて 

「CTC/VA からコピー」をクリック 

⑤ 「原産資格判定」をクリックし、調査結果が「達成」に 

なっている事を確認 

 

■参照：操作マニュアル D2-1）『(1)生産と特恵基準 ②適用原産地規則の選択』部 

D3-8）原産材料のみから生産される産品 

https://guidance.jaftas.jp/01_manual/op_manual_request.pdf
https://guidance.jaftas.jp/01_manual/op_manual_request.pdf
https://guidance.jaftas.jp/01_manual/op_manual_determine.pdf
https://guidance.jaftas.jp/01_manual/op_manual_determine.pdf
https://guidance.jaftas.jp/01_manual/op_manual_determine.pdf
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7.原産資格調査(D) 

Q7-19.「原産資格判定」ボタンを押したら調査結果が「未達成」になりました。対応

方法を教えてください。 

・まずは赤字で表示されるメッセージに従って操作し、再度原産資格判定を行って「達成」となるかご確認ください。 

それでも「未達成」の場合、以下いずれかを検討してください。 

 

① 構成品のサプライヤー証明書を取得し、非原産の構成品を原産とする 

  ⇒原産としたい構成品に必要情報を追加し、「依頼作成」を行います。 

    ■参照：操作マニュアル D4）構成品の調査依頼を作成する 

 

② 適用する原産品の基準または品目別原産地規則を変更し、再度調査を行う 

  ⇒他の品目別原産地規則等で調査が可能な場合、［原産資格調査(D) 編集］画面 

『(1)生産と特恵基準 ②適用原産地規則の選択』にて対象項目を変更し、再度調査を行います。 

■参照：操作マニュアル D2-1）『(1)生産と特恵基準 ②適用原産地規則の選択』部 

   

③ 救済規定を利用する 

  ⇒調査対象品に救済規定が適用されている場合、必要情報を追加する事で JAFTAS 上でも 

利用が可能です。 

■参照：操作マニュアル D5）救済規定の利用 

 

④ 未達成で原産資格調査を完了させる 

  ⇒①〜③が不可能な場合、調査結果「未達成」で原産資格調査を完了し、回答送信を行います。 

    ■参照：操作マニュアル D7）原産資格判定が終わったら 

 

 

 

 

  

 

https://guidance.jaftas.jp/01_manual/op_manual_determine.pdf
https://guidance.jaftas.jp/01_manual/op_manual_determine.pdf
https://guidance.jaftas.jp/01_manual/op_manual_determine.pdf
https://guidance.jaftas.jp/01_manual/op_manual_determine.pdf
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7.原産資格調査(D) 

支給品 

Q7-20.支給品の HS コードが不明で、CTC ルールで判定や支給品の依頼作成を

したいのですがどうすれば良いですか？ 

・「999999：支給品問合せコード」を選択することで、支給品の HS コードが不明でも依頼作成が可能です。 

① 支給品の鉛筆マークをクリックし［調査対象構成品 編集］画面に遷移 

② HS コード「999999」を入力し、「999999：支給品問合せコード」を選択 

③  仕入先にて依頼者を選択 ※選択必須です。 

■参照：操作マニュアル D4-2-1）依頼を作成する(1 件ずつ)【支給品 HS 問い合わせ機能】 

 

 

 

Q7-21.支給品の調査依頼をかけるにはどうすればいいですか？ 

・まずは該当支給品の調査依頼をする必要があるかご確認下さい。必須ではない場合においても、 

調査をされているケースがあります。 

※VA または CTC にて原産資格判定の結果が「達成している/達成できる」場合、支給部品の調査依頼は 

不要です。 

・『依頼情報』部の支給品フラグは、支給品の調査依頼をする際、自動的にチェックが入ります。 

・調査依頼作成から送信までの方法は通常の構成品と同様です。 

［原産資格調査(D) 詳細］画面『(2)構成品の入力と原産資格判定』部にて支給品情報を入力し、画面右

「支給品依頼作成」ボタンから依頼を作成してください。 

■参照：操作マニュアル D4）構成品の調査依頼を作成する 

 

 

  

https://guidance.jaftas.jp/01_manual/op_manual_determine.pdf
https://guidance.jaftas.jp/01_manual/op_manual_determine.pdf
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7.原産資格調査(D) 

日商関連 

Q7-22.日商（日本商工会議所）の原産地証明書発給システムと JAFTAS は繋

がっていますか？ (2024/2/8 修正) 

・日商の原産地証明書発給システムと JAFTAS は別のシステムです。 

・日商への原産品判定依頼は従来通り日商のシステムを通して行います。 

原産資格調査(D)のステータスが‶日商審査中“の間に 

日商へ原産品判定を依頼ください。 

・原産品判定に必要な情報や根拠書類を JAFTAS から 

ダウンロードして日商システムへ取り込むことが可能です。 

 

■参照：操作マニュアル D7-1-1）日商システムによる「同意通知」と JAFTAS について 

 

 

Q7-23.ステータスが「日商審査中」から変わりません。このまま待っていればよいの

でしょうか？(2024/2/8 修正) 

・日商の原産品判定システムと JAFTAS は別のシステムとなります。 

・ステータス‶日商審査中“まで進んだら、日本商工会議所の「第一種特定原産地証明書発給システム」にて、 

原産品判定依頼を行います。 

・原産品判定を取得後、JAFTAS の［原産資格調査(D) 編集］画面にて審査結果/日商判定番号/ 

同意通知期限を入力し、「日商審査完了」をクリックすると次のステータスへと進みます。 

■参照：操作マニュアル D7-1-1）同意通知 x 達成 

 

 

Q7-24.過去に日商で原産品判定済です。JAFTAS ではどのように対応します

か？(2024/2/8 修正) 

・構成品情報や生産情報等について、原産品判定依頼時から変更がない場合には、 JAFTAS の原産資格判定

機能を使わずに、過去に入手した判定番号にて調査を完了させる事が可能です。 

・［原産資格調査(D) 編集］画面、手動/システム外判定のタブで達成を選択します。 

・ステータス‶日商審査中”時、［原産資格調査(D) 編集］画面にて『(4)日商関連情報』を入力します。 

※適宜、日商発給システム画面にて同意通知期限など更新を行ってください。 

■参照：操作マニュアル D6）システム外判定 

D7-1-1）同意通知 x 達成 

 

 

 

https://guidance.jaftas.jp/01_manual/op_manual_determine.pdf
https://guidance.jaftas.jp/01_manual/op_manual_determine.pdf
https://guidance.jaftas.jp/01_manual/op_manual_determine.pdf
https://guidance.jaftas.jp/01_manual/op_manual_determine.pdf
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7.原産資格調査(D) 

Q7-25.JAFTAS で作成した根拠書類に日商の「判定受付番号」を表示させるに

はどうすればよいですか？(2024/2/8 修正) 

・＜原産資格調査(D)＞のステータス‶日商審査中“の際に［原産資格調査(D) 編集］画面 

『(4)日商関連情報』部に日商判定受付番号を入力し、画面下部「一時保存」をクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・［原産資格調査(D) 詳細］画面下部、「根拠書類ダウンロード」ボタンより根拠書類をダウンロードすると 

先程入力した判定受付番号が表示されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q7-26.原産資格調査完了後、日商への判定から回答までの流れについて教えてく

ださい。(2024/2/8 修正) 

・「回答方法：同意通知」の場合、原産資格調査完了後は JAFTAS 外で日商へ原産品判定依頼を行います。

その際、JAFTAS から出力した TSV ファイルを判定依頼に使用することも可能です。 

・日商から原産品判定を取得し、輸出者へ同意通知を行った後、JAFTAS にて判定結果、同意通知期限等を 

登録します。 

■参照：FTA コラム 7. JAFTAS と日商システム 

 

 

https://guidance.jaftas.jp/03_etc_manual/fta_column.pdf#page=2
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９.その他・配信メール 
 

Q9-1.配信メールが届きません。 

・”notify@jaftas.net”のアドレスで配信メールが送信されます。 

➢ ユーザー設定にてメール配信を「受信する」で設定されているかご確認ください。 

➢ グループに所属していないかご確認ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※グループに所属している場合、仕分けルールで登録している内容に関連するメールのみ受信します。 

※システムの設定により迷惑メールに振り分けられる可能性もございます。 

  迷惑メールやごみ箱もご確認ください。 

 

 

 

Q9-2.調査の依頼や回答を受け取るとメールが届きますか？★ 

・ユーザー設定画面で「メール配信」を「受信する」を選択していると一日一回、定時配信でメールが届きます。 

・調査内容や回答内容の詳細は JAFTAS でご確認ください。 

・回答取下や原産資格喪失通知など即時配信で届くメールもあります。 

■参照：操作マニュアル 別添資料 2）配信メール・タスクリストについて 

 

 

 

Q9-3.「調査回答情報が更新されました」という配信メールを受信しましたが、何が

更新されたのかわかりません。(2024/2/8 修正) 

・2024/2/8 のシステムリリースで配信メールの改修を行い、「調査回答情報が更新されました」という件名のメール

は配信されなくなりました。 

・新規の調査依頼を受領した場合や、回答した内容が承認された場合など、より具体的な内容でメールが配信され

る仕組みに見直しを行いました。現行のメールにつきましては下記マニュアルをご参照ください。 

■参照：操作マニュアル 別添資料 2）配信メール・タスクリストについて 

https://guidance.jaftas.jp/01_manual/op_manual_attached02.pdf
https://guidance.jaftas.jp/01_manual/op_manual_attached02.pdf
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Q9-4.JAFTAS を利用するのに料金はかかりますか？ 

・一般利用者は JAFTAS を無料でご利用いただけます。 

※「一般利用者」とは、他企業からの調査依頼に基づいて原産資格調査を実施する目的のみにおいて JAFTAS を

利用する利用者をいいます。 

 

 

 

 

Q9-5.マニュアルのリンクをクリックしても該当ページに遷移しません。(2023/11/2 追記) 

・各種マニュアルのリンクは、リンク先のマニュアルの種類により遷移先が異なります。 

 

⚫ 同一マニュアル内へのリンクの場合 

該当ページヘ遷移します。 

 

⚫ 他のマニュアル*へのリンクの場合 

該当マニュアルの目次へ遷移するため、該当の目次をクリックしてください。 
*操作マニュアルについては、メニューごとに別マニュアル扱いとなります。 

 

※上記の方法でうまく遷移できない場合以下の原因が考えられます。 

・古いマニュアルのキャッシュが残っている。 

➢ マニュアル（PDF）を開いた後、ページの更新を行ってください。 

 

・Edge をご利用の場合、PDF の表示設定機能（過去に開いた PDF を再度開いた際に、最後に表示したページ

を開く機能）が ON になっている。 

➢ Edge の設定をご確認ください。設定の確認は次の通りです。（→マークで左クリックしてください。） 

右上の「…」→設定→Cookie とサイトのアクセス許可→PDF ドキュメント→PDF の表示設定 

 

 


